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価研究、医療安全体制確保に関する研究、根拠に基づく医療に関する研究、医療に対する

信頼確保に係る研究を推進する。 

 

(6)平成21年度における主たる変更点 

「安心と希望の医療確保ビジョン」において課題となっている医師の勤務環境の改善、医

療関係職種間の業務分担と協働、在宅医療の推進、救急医療の充実及び遠隔医療の推進と

いった課題について公募するとともに、「社会保障国民会議中間報告」や「安心と希望の医

療確保ビジョン」で指摘された地域医療の基盤が脅かされる要因となっている医師不足・

萎縮医療等を解決し、また、地域密着型医療を促進するための研究は、短期間に着実に成

果を出し、施策に反映させる必要があることから、指定型研究として実施し、行政施策に

確実に反映させていくこととする。 

 

(7)他府省及び厚生労働省内での関連事業との役割分担：特になし 

 

(8)予算額（単位：百万円） 

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１（概算要求）

１，４３２ １，３１７ ９１５ ８３９ 未定

 

(9)19 年度に終了した研究課題で得られた成果 

医療を効率的に提供するための医療システムの構築、医療安全体制の確保を進めるための基

盤研究、医療提供体制の基礎となる技術の開発等を重点的に実施し、その研究成果を医療政策

に反映することができた。 

 

２．評価結果 

(1)研究事業の必要性 

安全で良質な医療を受けることはすべての国民の希望であり、その提供は国の重大な責務

である。医療技術の高度化が進む中、適切な情報収集と提供、先端医療技術の評価等が国民

から求められており、このような研究の進展は社会的なインパクトが極めて大きく、研究を

進める意義は大きい。 

なお、本研究事業と密接な関係を持つ医療提供体制の改革については、経済財政諮問会議

において、「経済財政改革の基本方針 2008」（平成 20 年 6 月）として方針が示されるととも

に、第 169 回通常国会において、福田総理より「５つの安心プラン」の中で重要施策として

示されたところである。 

 

(2)研究事業の効率性 

・現在、医療事故の発生に伴う医療訴訟が、年間 1000 件ほどあるが、医療安全確保の研究

や医療システム構築に係る研究の進展等によって、医療の質が向上し医療事故の発生が減

少すれば、医療事故によって死亡する等の患者が減少し、極めて大きな効果を国民が享受

することが期待される（米国のデータによると有効性の高い電子システムの開発・導入に

よって重篤な薬剤事故の 50％以上が削減可能であり、大幅な医療費の削減に繋がる可能

性が示唆される）。 

・また、患者の保険証認証をネットワークで行うことのできるシステムを研究・開発するこ

とにより、従来まで当該認証業務に要したコスト（約 800 億円／年）を削減することが可

能となる。 

・複数の医療機関を受診する際に、紙ベースによる診療情報共有のために発生する重複診療

のコスト（約 3000 億円／年、年間総医療費の 1％）を、電子署名基盤を利用した医療機

関関連連携システムの研究・開発により一定程度削減することが可能となる。 

・災害医療においては、災害時における救急医療体制の確立によって救命される患者が増加


